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２ 放課後児童クラブについて  

 (1) 現行制度の課題  

○ 放課後児童クラブについては、保育所を利用していた子ども等に対し、小学

生になった後においても、切れ目なく、保護者が働いている間、子どもが安全

に安心して過ごせる生活の場を提供する基盤となっている。一方で、全小学校

区のうち、約３割が未実施となっている。こうした状況を踏まえ、放課後児童

クラブについては、次世代育成支援のための新たな制度体系においても、両立

支援系のサービスとして丌可欠なものの一つとして位置づけるべきであるが、

現状については、関係者の意見を踏まえると、以下のような点が課題となって

いる。 

 

① 保育と同様に、女性の就業率の高まりに応じて必要となる大きな潜在需要

に対応した放課後児童クラブの量的拡大を抜本的に図っていく上で、場所の

確保の問題、人材の確保の問題をどうしていくか、検討の必要がある。 

 

② 放課後児童クラブについては、現行法制度上、市町村の事業として実施さ

れており、また、その実施については市町村の努力義務として位置づけられ

ており、その実施状況には地域格差が見られ、利用保障が弱い。そして、利

用方式については、地域によって、市町村がサービス決定しているケースと、

実施事業者に直接利用申し込みを行うケースが混在している。 

このように、同じ両立支援系のサービスである保育とは大きく異なった法

制度上の位置づけとなっているが、新たな制度体系において、法制度上の位

置づけの強化について、どのような対応策が考えられるか、検討の必要があ

る。 

 

③ 対象年齢について、現行制度は小学校３年生までを主な対象としているが、

小学校高学年も現に一部利用がされている現状があり、制度の対象年齢につ

いてどう考えるか、検討の必要がある。 

 

④ 質の確保については、「ガイドライン」を発出しており、望ましい規模、開

所時間等について示し、また、国庫補助基準上、一定の条件を課しているが、

保育所のような法令に基づく最低基準は設けられていない。放課後児童クラ

ブの質の確保について、新たな制度体系において、どのような基準の内容を

どのような方法で担保していくべきか、検討の必要がある。 

⑤ 国からの補助の財源は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とした、

裁量的な補助金と位置づけられている。また、現在の国の補助基準額とクラ

ブ運営に係る費用の実態とに乖離があり、指導員の処遇が厳しい状況にある

という指摘もある。サービスの利用保障を強化し、また、抜本的な量的拡大

を図っていく上で、財源面についてどのような仕組みとすることが適当か、

検討の必要がある。 

 

⑥ 放課後こどもプラン（留守家庭の子どもの健全育成を目的とした「放課後

児童クラブ」と、すべての子どもを対象として安全・安心な子どもの活動拠

点（居場所）を設け、様々な体験活動や交流活動等の取組みを推進する「放

課後こども教室」を、一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策）

を推進していく上で、両事業の一体的な運営を行っている場合の制度上の位

置づけ（人員配置や専用スペースの基準等）をどうしていくか、検討の必要

がある。 

 

 

 (2) 新たな制度体系における方向性  

  

 ○ 放課後児童クラブについては、保護者が働いている間など、子どもが安全に

安心して過ごせる生活の場として、子どもを預かり、健全な育成を図る事業で

あり、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスとして丌

可欠なものであり、地域格差を生じさせることなく、全国的に実施していくべ

きである。都市部に限らず地方も含め、就学前の保育から切れ目のないサービ

ス利用が可能となるよう、質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小

学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重要であり、このような観

点から、新たな制度体系において位置づけていく必要がある。 

 

 ○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせない。特に、小学

校は、移動時の事敀等の問題もなく安全・安心であり、校庭などで他の子ども

たちなどと触れあうこともでき、引き続き、その積極的活用を図っていく必要

がある。 

 

 ○ 大幅な量的拡大を図っていくためには、人材確保が重要な課題である。現在、

従事者の勤続年数が短い、指導員の処遇が厳しい状況にあるという指摘も踏ま

え、財源の確保と併せ、人材確保のための職員の処遇改善等を図っていく必要

がある。 

   その際、地域ボランティア、定年退職者など、多様な人材の参画を求めてい

くという視点、一方で、指導員と子ども、保護者との間で安定した人間関係が

築けることがサービスの性格上望ましいという視点に配慮することが必要であ

る。 
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○ 子どもが良好な環境の下、放課後の時間を過ごせるようしていくべきこと、障

害児の利用にも積極的に対応していく必要が高まってきていること、現在の国

の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに乖離があるという指摘など

を踏まえ、サービスの質の維持・向上を図っていく必要があり、財源の確保と

併せ、そのための基準の要否、そのあり方、担保の方法を検討していくべきで

ある。 

   その際、大幅な量的拡充を図っていく過程であることや事業実施の柔軟性と

いった観点も併せ考える必要がある。 

   また、指導員の養成、専門性の向上に向けた研修の強化を図っていく必要が

あるとともに、事業に関わる者すべてについて障害児を含めた子どもとの関わ

りについての研修機会の確保など条件整備をしていくことが重要である。 

 

 ○ 以上のような量・質両面からの充実を図っていくため、必要となる制度上の

位置づけ（市町村の実施責任、サービス利用方式、給付方式等）及び財源のあ

り方を、さらに検討していくべきである。 

 その際、サービス利用保障を強化するための財源保障を強化をする場合には、

財政規律の観点からの一定のルール（※）が必要となると考えられることに留

意が必要である。 

※ 他の制度例では、サービスの利用の要否に係る認定の制度（保育の場合は

保育にかけるか否かの判断）、給付の限度額の設定、サービスの利用量に応じ

た利用者負担などがある。 

 

 ○ 放課後児童クラブと放課後こども教室との間の関係については、連携を一層

進めていく必要があるが、一体的運営については、放課後児童クラブを利用す

る子どもは保護者が働いている間は家に帰るという選択がないことに十分配慮

する必要があり、一方で、いろいろな子どもとの遊びの機会、サービス利用の

自由度、効率的な事業実施といった観点から一体的運営に利点がある場合も考

えられ、放課後こどもプランの実施状況などを十分踏まえながら、対応すべき

である。 
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